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要旨 

わが国の管理会計関連の学術研究雑誌においても、査読制度（peer review system）が導

入・運用されている。査読制度は、学術研究の質の向上と着実な研究蓄積に貢献することを

企図しているが、管理会計領域ではその歴史は浅く、そのこともあって、同制度に対して研

究者の間で共通理解が得られているとはいえない。 

査読制度に関しては、多岐にわたる研究が必要であるが、このテーマについての研究の端

緒を開くことを目的として、管理会計論文が掲載される学術雑誌の査読制度諸規定の比較

検討を行う。比較にあたっては、評価の高い「特定非営利活動法人ヒューマンインタフェー

ス学会（以降、HI学会と略記することがある）」が発行する査読付き学術雑誌『ヒューマン

インタフェース学会論文誌』の諸規定を、ベンチマーク対象とする。分析対象となる査読付

き学術雑誌は、『原価計算研究』『経営会計レビュー』『管理会計学』『メルコ管理会計研

究』『会計プログレス』であるが、本稿では、まず、『原価計算研究』を取り上げる。 

なおこの研究は、「管理会計研究における査読制度の高度化に関する調査研究」（牧誠財

団研究助成（2021 年度第 3次）対象研究）の一環として実施するものである。（513字）。 
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１ はじめに 

わが国で管理会計関連の研究論文が主として掲載される学術研究雑誌である『管理会計

学』『原価計算研究』『メルコ管理会計研究』『会計プログレス』『経営会計レビュー』は

すべて、査読制度(scholarly peer review; refereeing)を導入している。しかし、管理会

計研究領域における学術研究において、査読制度は定着したといえるだろうか。適切に機能

しているのであろうか。査読者も投稿者も、査読の意味を正しく理解しているだろうか。こ

のような問題意識から、『メルコ管理会計研究』の編集委員会は、澤邉紀生編集委員長の司

会のもと、査読制度に関する座談会を開催した（伊藤他 2021）。 

この座談会での討議からも、健全な学術研究の発展に寄与する査読制度を設計・運用する

とともに、査読制度に対する正しい理解を普及させる啓蒙活動が必要であることがわかる。

査読制度に対する理解が深まり、より良い方向で定着すれば、わが国学術雑誌に掲載される

研究論文の質はさらに向上するだろう。また、日本人研究者の論文が海外の学術雑誌に掲載

される可能性も飛躍的に高まり、わが国管理会計研究者の世界の研究への貢献も大きくな

るだろう。 

そこで、本論文では、まず、査読制度に関する基礎知識を確認した後に、査読付き学術雑

誌の査読規程について比較検討を行う。そして、わが国の管理会計学術雑誌の査読制度の整

備状況を明らかにし、査読制度の高度化のために、査読規程の充実の方向性を明らかにする。 

 

２査読とは何か1 

学界の査読制度（scholarly peer review）は、17世紀のヨーロッパを起源とする（Lee et 

al. 2013）と考えられている2。その後、紆余曲折を経て、学界の査読制度は研究成果の質

と信頼性を認証するものと信じられるようになり、研究者や科学者だけでなく、個々の科学

者や科学界（scientific enterprise）全体の信頼や評判を確立するのに欠かせないものと

なった（Moxham and Fyfe 2018, 864）。そして、1960 年代には客観的判断と合意形成を経

て研究成果が公表されている象徴として審査（referring）が位置づけられ（Csiszar 2016, 

308）、1970 年代初頭には第三者の専門家による審査を中核とする学界の査読制度に peer 

                                                      
1 本節（２ 査読とは何か）と次節（３ 論文査読のプロセス）の記述は,「管理会計関連学会誌の査読制

度実態解明のための探索的調査」（日本管理会計学会 2022 年度年次全国大会自由論題報告）と共通してい

る. 

2 1660 年に設立されたイギリスの王立協会が 1665 年に創刊した Philosophical Transactions 誌の編集者

となった Oldenburg が整備した掲載記事の選抜プロセス学界の査読制度の起源とされている。もっとも、

Oldenburg は、編集者としての対応業務を単純にするために論文掲載に至るプロセスの効率性の追求を目

指したものであり、当時は、第三者の専門家による審査制度（referee system）は採用されていなかった

（Csiszar 2016, 307; Moxham and Fyfe 2018, 867-868）。とはいえ、この試みは、現在の査読制度に関す

る萌芽的な取り組みであったといってよい。 



review3という造語が付されるようになった（Moxham and Fyfe 2018, 864）。 

現代の学界の査読制度は、エセ科学や粗悪な論文を排除し、信頼できる質の高い論文を選

抜することに目的があると言える。Lee et al.（2013, 2）は、査読制度の基本的な原理は

単純で、ある分野の専門家が、他の人が作成した科学的著作物の専門的なパフォーマンス、

創造性、または質を評価するものとしている。わが国では、ピアレビューについて、次のよ

うに定義している。 

 

「科学研究の質を保証し向上させる上で，重要な役割を担うのが「ピア・レビュー」です。

ピア・レビューとは，同業者(peer)が審査(review)することであり，研究論文の学術誌への

掲載や研究助成金の採択，科学者の採用や昇進，大学・研究機関の評価など，科学研究に関

わるあらゆる場面で評価の中核になるものです。そのような場面ですぐれた判断を行うこ

とができるのは科学者だけであり，科学研究に関わるあらゆる意思決定を科学者コミュニ

ティの手で行っていくことが重要だという認識に基づくもので，科学者コミュニティの自

律性の基礎となるものです。例えば特定の学説を政治的理由で支持するといった科学研究

への政治の介入は，科学研究をゆがめることになります。科学研究の健全な発展にとって科

学者コミュニティの自律性は不可欠であり，そのためにもピア・レビューが重要なのです。」

（日本学術振興会「科学の健全な発展のために」編集委員会（2015、96））。 

 

３ 論文査読のプロセス 

査読制度は学会ごとに多様である。分野によっては査読のない論文の発表を好む場合さ

えある。このような多様性は、研究分野が査読制度に求める機能が異なることを反映してい

る。本稿では、標準的だという評価を得ている Elsevier 社4が提示している査読プロセスの

概要を説明する5。 

                                                      
3 そもそも、現代の査読制度を意味する peer review という言葉は、政府機関が科学・医学研究の資金援助

を受ける人を決定する審査・選抜の手続きにおける言葉から借りてきたものである（Csiszar 2016, 308）。 

4 Elsevier 社は、世界大学ランキングの研究にかかる素点計算の際に用いられる論文／引用データベース

として知られた Scopus を提供している。 
5 https://www.elsevier.com/reviewers/what-is-peer-review 



 

出所： https://www.youtube.com/watch?v=sRgmTtVKj9I&t=42s 

 

図１ Elsevier 社が示す典型的な査読プロセス 

 

図１のように、典型的な査読プロセスは、掲載を希望する学術雑誌への論文の投稿からは

じまる。学術雑誌の編集委員会や編集長（editor in chief）は、投稿論文を担当する編集

者を決定する。筆者らの経験では、担当編集者は、その投稿論文がその学術雑誌が取り扱う

分野やテーマとして相応しいか、その学術雑誌の体裁・形式要件を満たしているか、その学

術雑誌の読者がスムーズに読める標準的な英語や日本語で書かれているか、その投稿論文

に学術的な新規性（novelty）が認められるかなどを評価し、審査プロセスに入るか、審査

プロセスに回さずに編集段階で掲載を見送るか（desk reject）を決定する。その際に、学

術雑誌が求める場合には、「カバーレター」と呼ばれる、投稿者から編集長に宛てた投稿論

文の意義と貢献を主張する文書が投稿論文とともに提出される。「カバーレター」は、担当

編集者の決定や担当編集者による評価の判断材料として重要となる場合がある。 

審査プロセスに入ることになった場合、担当編集者は、その投稿論文の内容を理解でき、

公正な評価を行うことができる専門家を調査し、その人に査読者の依頼を行う。依頼した専

門家が査読を断った場合には、査読者が決定するまで査読者探しが行われる6。このような

プロセスを経て、査読者を決定する。 

                                                      
6 担当編集者が査読者を選定する場合に、投稿論文が重要なリファレンスとしている文献の著者を参考文

献リストから探して査読者候補としたり、その学術雑誌で同様の分野やテーマで過去に掲載された論文の

著者を査読者候補としたりすると考えられる。同じ研究室出身者や同一の研究グループに属する研究者、

謝辞に名前がある研究者、投稿者と過去に共著論文を公刊している研究者などは査読者候補とはしないと

いう暗黙のルール、あるいは、そのような方針を有する学術雑誌も存在する 



1 回目の審査プロセスは、慣習的に「ファースト・ラウンド」と呼ばれる。査読者は、そ

の学術雑誌の査読規定と報告様式に従い、投稿論文を審査し、評価する。学術雑誌によって

異なるが評価結果はおおむね、採択（accept）、修正のうえ再投稿、そして不採択（reject）

のいずれかとなる。学術雑誌によっては、大幅に修正（major revision）と軽微の修正（minor 

revision）の分類をさらに行い、多少の修正を施せば採択できるレベルに到達するという条

件付採択の区分を設けるなど、学術雑誌ごとに多様な運用がなされている印象がある。いず

れにせよ、査読者は審査報告書を作成し、担当編集者に送付する。査読者は審査報告書を作

成するために必要な追加の情報や説明を投稿者に求めることができることが多い。 

すべての査読報告書を受け取った担当編集者は、査読報告書の内容と評価結果をふまえ、

その投稿論文の総合評価（採択、再審査、不採択）を行う。もし総合評価が再審査であった

場合には、担当者はそれを編集委員会や編集長に報告し、審査報告書とともに修正・再投稿

を経て再審査を行う連絡を投稿者に対して行う。一方で、もし総合評価が採択もしくは不採

択であった場合には、担当編集者は一連の審査報告書等とともに編集委員会や編集長に掲

載可否の原案を提示し、編集委員会や編集長が掲載可否を決定する。決定された掲載可否は、

担当編集者が投稿者ならびに査読者に連絡をする。 

修正・再投稿後の 2回目の審査プロセスは、慣習的に「セカンド・ラウンド」と呼ばれる。

そして一般的に、セカンド・ラウンドでは審査報告書に書かれたすべての査読コメントに対

する投稿者の返答および必要な対応と修正が求められ、それらがセカンド・ラウンドにおけ

る査読者による審査の最も重要な焦点となる。そのため投稿者は、審査報告書の査読コメン

トのすべてに対応できそうか、査読者を納得させ説得する返答や修正ができそうか、などを

考慮し、セカンド・ラウンドに挑戦するか否かを決める7。投稿者がセカンド・ラウンドに

挑戦しない決定をした場合、その投稿論文の査読プロセスはここで終了する。一方、投稿者

がセカンド・ラウンドに挑戦すると決定した場合、投稿論文の修正原稿、すべての査読コメ

ントへの対応状況を説明する文書や表など、再投稿に必要とされる書類一式を投稿者は担

当編集者に送付する。 

再投稿された修正論文等一式は、原則として、ファースト・ラウンドと同じ査読者に渡さ

れる。筆者らの経験では、セカンド・ラウンドも担当する査読者は、ファースト・ラウンド

で指摘しなかった否定的なコメントをセカンド・ラウンドでしてはならないという紳士協

定に従って審査する場合が多い。一方、セカンド・ラウンドから新たな査読者が配置される

場合がある。ファースト・ラウンドで個々の査読者の評価が大きく分かれた場合や、投稿者

が査読者への合理的な反論を主張した場合などに、担当編集者は新たな査読者の配置を検

                                                      
7 査読者の要求に対応することが当然だと思いがちだが、必ずしもそうだとは言えない。査読者のコメント

が適切なものでないと判断すれば、投稿者は反論を展開することもできる。掲載可否の決定権は査読者に

あるのではなく、編集担当者にあるからである。いくつかの学術雑誌は、査読者が適切でない旨を編集委

員会に申し出、査読者の交代を要求できる制度をもつ。 



討する場合があるのである。いずれにせよ、セカンド・ラウンドの査読者も、ファースト・

ラウンドと同様に、セカンド・ラウンドの審査報告書を作成し、担当編集者に送付する。そ

して担当編集者は、ファースト・ラウンドと同様に、総合評価として掲載可否の原案を作成

できる場合には採択決定プロセスへ、再審査の場合にはサード・ラウンドへと駒を進める。

つまり、投稿者が諦めるか、編集委員会や編集長が掲載可否の決定をするまで、一連の査読

プロセスは終了しない。 

なお、こうした典型的な査読プロセスについて、Elsevier 社もその HP 上で学界の査読制

度が多様であることを認めている。その上で Elsevier 社は、透明性が高いプロセスと倫理

的責任を持った査読者によって、関係者（投稿者・編集者・査読者など）が信頼と深い関わ

りを持つように査読制度が構築されるべきことを、関連する複数の動画を通じて啓発して

いる。 

 

４ 査読に関する諸規定の内容分析 

前節で、学術雑誌が、研究の進展と、研究成果の質向上のために採用する査読プロセスに

ついて、Elsevier 社のものを素材にして説明した。査読を円滑に進め、研究の質を保証し

向上させるために、研究雑誌の発行元である学会等は査読に関する諸規定を設けている。 

本節では、まず、ベンチマーキング対象として、『ヒューマンインタフェース学会論文誌』

の諸規定を説明する。次いで、『原価計算研究』を取り上げ、管理会計関連の学術雑誌の諸

規定との比較分析を実施する。 

（１） ベンチマーク対象となる『ヒューマンインタフェース学会論文誌』の諸規定 

筆者たちが検討した結果、わが国の査読付き学術雑誌の査読に関して、もっとも網羅的

だと評価されたのが「特定非営利活動法人ヒューマンインタフェース学会」8が発行する査

                                                      
8 ヒューマンインターフェース学会は、1999 年に設立した学会である。本学会が扱う領域は「人と技術の

関わりに関する総合的な学術分野」（井野 2015）とされ、理工系・人文系を網羅する学際的に広い領域を

対象としている。会員にとっては、多数の投稿学術誌の選択肢があるため、編集委員会としては、設立当

初から本誌への一般論文の投稿数を増やすことが課題であった（黒川 2002）。投稿数を増やすため、編集

委員会は、いかに投稿者に選択される雑誌にするかという課題が学会誌刊行当初から認識されていた（黒

川 2002；石井 2017）。 

雑誌への採録本数を増やすため、査読プロセスにおいては、「信頼性」を必要とするものの、「新規性」

と「有用性」については、減点主義ではなく「加点主義」を旨とし、100 満点でなくても 60点以上であれ

ば採録を前向きに検討し、ヒューマンインタフェース研究の発展に資する可能性を秘めた論文をできるだ

け取りこぼさないという方針で編集が行われてきた（木村 2018；井野 2015）。減点主義ではなく加点主

義という考え方の背景には、「新規性」と「有用性」については、著者の考え方と査読者の考え方が一致し

ない可能性があるため、論文としての「信頼性」が備えられているのであれば、論文の最終的な評価は読

者に委ねられるべきであるという考え方がある（安村 2003）。査読ではメタレビューア制が採用されてお



読付き学術雑誌『ヒューマンインタフェース学会論文誌』である。 

当該雑誌の査読制度に関しては、つぎのような概説および規定が存在する9。 

・論文誌概要 

・論文執筆・投稿案内 

 ・投稿規程（PDF） 

 ・投稿の手引き（PDF） 

 ・原稿執筆の手引き（PDF） 

 ・PDF 原稿作成の手引き（PDF） 

 ・倫理規程（倫理指針） 

・論文投稿必要書類 

 ・投稿票（PDF,Word） 

 ・論文審査申込書（PDF,Word） 

・Microsoft Word による原稿執筆の手引き＆テンプレート（Word） 

・原稿テンプレート（LaTeX 用） 

・論文査読ガイドライン（PDF） 

・論文査読状況 

以下では、査読に関してとりわけ重要な論文誌概要、論文執筆・投稿案内、論文査読ガイ

ドライン、そして、論文査読状況の公開について説明する。 

(i) 論文誌概要 

雑誌は、年に 4 回発行されていること、2012 年以降は紙媒体の雑誌から、会員以外でも

                                                      

り、投稿された論文に適した専門分野の編集委員を担当委員とし、その担当委員が２名の査読者を決める

（仲谷 2006）。査読において２人の査読者の評価が分かれた場合は、担当編集委員がメタレビューアとし

てとして判断するが、その際にも「石を拾うことはあっても玉を捨てることなかれ」という査読ポリシー

が重視される（井野 015）。その他の投稿増加策として、投稿受付から掲載までの期間が平均半年を超え

ないようにすること（2002 黒川）や、再投稿が可能であること、また、2022 年からは筆者全員が非会員で

あっても投稿が可能にするなどの取り組みが行われてきた（石井 2022）。 

上述のとおり、ＨＩ学会の学会誌では、「加点主義」を旨とし、とくに「新規性」と「有用性」について

は、積極的に評価する必要があっため、論文として基本的に備えるべき要件である「信頼性」と「新規性」・

「有用性」に関する査読基準を明確に示す必要があり、査読基準もこのような考え方で設計されてきたと

考えられる。また、査読結果に基づく採否の判断においては、査読者のつけた点数を機械的に集計し、採

録を判断するのではなく、担当編集委員が評価を行い、最終的な決定は上位の編集委員会で決定される仕

組みになっている。このため、選任される査読者の片方の査読の合理性が低い場合も、担当編集委員、編

集委員会で合理性を高めることが可能である。ただ、それだけに担当編集委員と論文とのマッチングが極

めて重要であること、また判断に必要な情報が十分でないという課題も認識されてきた（加藤 2005）。 

9 同誌における査読・編集プロセスに関しては、加藤（2011）も参照されたい。 



発行直後から読むことができるオープンアクセスのオンラインジャーナルとなったこと、

掲載される論文には原著論文、総説論文、技術報告、ショートノートの区分があることが説

明されている。 

(ii) 論文執筆・投稿案内 

論文の執筆および投稿に関しては、下記の規定が整備されており、Web 上で公開されている。 

(ii-1)投稿規程 

「投稿規程」は、投稿に関わる総則である。二重投稿を行ってはいけないこと、著作権は、

特定非営利活動法人ヒューマンインタフェース学会に帰属すること、投稿者は、倫理指針を

遵守することと利益相反への配慮を払うこと、そのうえで、記事内容に関する責任は、すべ

て著者にあることが規定されている。投稿原稿で使用できる原語は日本語と英語であり、掲

載候補となる論文は、ヒューマンインタフェースに関わるものである必要がある。その他、

投稿に関するルールは、「投稿の手引き」、原稿執筆にあたっての留意点は「原稿執筆の手引

き（PDF）」と「PDF 原稿作成の手引き」に詳細に規定されている。加えて、倫理規程（倫理

指針）の遵守についての説明もある。また、論文投稿時に必要となる書類（投稿票）と「論

文審査申込書」のひな型が示され、記入方法も説明されている。 

『ヒューマンインタフェース学会論文誌』への投稿にあたっては、投稿料の徴収は行われ

ない。ただし、掲載が決定すると、既定の掲載料を支払うというルールがある。 

(iii)論文査読ガイドライン（PDF） 

投稿者向けに査読がどのように行われるかを、編集プロセスと査読基準に分けて説明し

ている。 

（iii-1） 編集プロセス 

編集プロセスの概要を、以下に列挙しておく。 

・査読体制：一論文に担当編集委員 1名（編集委員会委員）と 2名の査読者を配置する。査

読者は、担当編集委員が選定し、編集委員会で決定する。 

・査読フロー：査読者は査読結果を指定フォーマットで担当編集委員に送付する、査読結果

を受け取った担当編集委員は査読者評価を踏まえて採否判定案を作成し、編集委員会に提

出する。このようなプロセスを経て、編集委員会が初回判断（「採録」「不採録」「事務的

照会の上採録」「条件付き採録」のいずれか）を行う。「条件付き採録」となった場合、著

者に論文の改訂・再提出を依頼する。再提出論文は、初回と同じ手順を経て判定（「採録」

「不採録」「事務的照会の上採録」）される。査読は、セカンド・ラウンドで終了する。 

(iii-2) 査読基準 

・掲載対象の論文：ヒューマンインタフェース関連分野の研究・技術・応用の発展に寄与す

る知見を含む論文に限定されている。 

・掲載基準：「新規性」および「有用性」に大きな問題が無く（評価が２以上）、かつ、「新

規性」または「有用性」のいずれかが十分に高く（評価が３以上）、かつ、「信頼性」が十

分あること（評価が３以上）と評価された論文が掲載される。 



・不採録となる論文：以下に該当する論文は、不受理となる。盗用、ねつ造された論文、二

重投稿された論文10、倫理指針に違反する論文、ヒューマンインタフェースに関連のない論

文、言語として問題が多く、理解不能な論文、執筆要領に従っていない論文。 

・査読の方針と注意点（査読者向けのガイドライン）：査読の基本的な姿勢は、論文のよ

い点を積極的に評価することである。どのように好意的に見ても、採択は難しいという場

合に、不受理となるというスタンスで査読に臨むことが大切だと強調されている。この大

前提のもとに、複数の査読にあたっての留意点が示されている11。 

・「条件付き採録」判定後の再査読について：査読上の留意点には、以下のものがある。 

    ・採録条件として示したものについて、妥当な改訂が行われているか 

    ・他の査読者分は、依頼がない限り、対応・検討の必要なし 

    ・すべてについて満足な改訂が行われた場合、採録と判定 

    ・新たな問題点の指摘等は行わない 

    ・一部について満足のいく改訂がない場合は総合的に採録か不採録を判断する 

    ・査読者の意見を参考に、最終的には、担当編集委員が検討し、編集委員会で決

定する 

・査読者の評価に用いる査読者用フォーマット、投稿者にも公開されているので、どのよ

うな査読結果が届くかについて、事前にある程度予想がつくようになっている。 

・査読評価：個別評価と総合評価を行う。個別評価にあたっては、３つの基準（新規性、有

用性、信頼性）が定められており、これら以外の基準を査読者が追加してはならないことに

                                                      
10国内外の講習会・講演会・シンポジウム・会議等の予稿集、講演論文集、講演概要集、

紀要、社内・所内報に掲載された論文、および、学位論文は二重投稿とみなされない。 
11 例示されているのは、以下のような点である。 

・良い点の積極的評価を 

   ・採録に必要な最低限の条件を 

   ・記載された内容で評価を 

   ・改訂すれば採録できないか検討 

   ・本質的な問題があれば明確に指摘を 

   ・新規性なしの根拠を明確に 

   ・研究に新規性が無いのと関連研究が述べられていないのは別 

   ・新規性が判断できない２つの場合（文章に問題があり論旨などが 

読みとれない場合、査読者が論文の新規性を判定するのに必要な知識を持っていないと査読者自身が考え

る場合） 

   ・有用性は将来も含めて評価を 

   ・知ることの有用性も積極的に評価 

   ・補助資料なしでも理解できるように 

 



なっている。このルールが存在するので、査読評価のばらつきが最小限に抑えられている。

総合評価は、明記された基準にしたがい、採録、事務的照会の上採録、条件付き採録、不採

録のいずれかを決定する。 

(iii) 論文査読状況 

論文を投稿しても、査読作業がどの程度進捗しているかが不明な雑誌も少なくない。『ヒ

ューマンインタフェース学会論文誌』では、投稿者（非学会員でも投稿できる）に加えて、

学会員を含む HP アクセス者に、査読の進捗状況を開示している。 

 

（https://jp.his.gr.jp/journals/review-status/ 2022 年 7 月 1 日アクセス） 

 

現在、何本の論文が投稿されているか、査読がどの程度進んでいるか（査読中、査読者割当

中、査読結果審議中、著者照会中、再査読結果審議中）をきめ細やかに開示しており、査読

の透明性が確保されている。 

 

以上示したように、『ヒューマンインタフェース学会論文誌』の査読に関する諸規定は、

極めて網羅的であるとともに、査読に関する透明性の確保がなされている。また、投稿者が

査読について不安に感じる可能性のある部分については、懇切丁寧な説明が行われている。

学会誌への査読論文の投稿は、学会会員に限定されるのが通例であるが、ヒューマンインタ

フェース学会では、非会員の投稿も認めている。このことによって、学会の閉鎖性の問題を

緩和しているとともに、非会員が、将来、会員として学会活動に参画することへの門戸を開

いている点も評価できる。加えて、学会非会員を査読者に依頼することも可能である。 

 



（２） 管理会計関連の査読付き学術雑誌の諸規定;『原価計算研究』の場合  

本節では、『原価計算研究』に焦点を合わせ、その査読に関する諸規定を概観することに

する。 

同誌の査読制度については、2010 年 7月 3日に制定され、最新の改正を 2021 年 8月 9日

とする『原価計算研究』レフリー制度運用基準に規定されている。そこでは、査読制度の目

的は優れた論文を育成・助成すること、2名のレフリーの選任は編集委員との協議を経て編

集委員長が行うこと、レフリーの論文評価は 4段階で行う12こと、評価が Bの場合、レフリ

ーは査読レポートに改善・訂正すべき点を具体的に指摘し，Cの場合は，掲載すべきでない

と思う理由を説明する、2 名のレフリーの査読結果の取り扱い13、追加レフリーを必要とす

る状況と 3 人目の査読結果を踏まえた掲載・非受理の判定14ルールなどが規定されている。

これらに加えて、レフリーには、査読を行うときに使用する査読レポートのフォーマットが

提供されているが、ここまでに説明したことがフォーマットの中で説明されているにとど

まっている。なおこのフォーマットは、査読者と投稿者以外には公開されていない。 

原価計算研究学会の場合、査読者をどんな基準で選任しているのか、どのように査読を行

うのか、評価基準に照らして論文をどのように評価するかなど、査読の実施にあたって拠り

所となる情報は提供されていない。また、これまでに、日本原価計算研究学会、あるいは、

                                                      
12 四段階評価は A、A-、 B、 および C であり、それぞれの意味は下記のとおりである。A：原稿を掲載し

てよい。A－：修正を義務とする。レフリーの指摘事項は語句など論文の趣旨に影響を与えないものである。

レフリーによる修正確認は基本的に不要であり，編集委員会によって指摘事項の改善・訂正が認められれ

ば掲載してよい。B：修正を義務とする。レフリーの指摘事項は論文の趣旨に影響を与えるものである。レ

フリーによる修正確認を行い，指摘事項の改善・訂正が認められれば掲載してよいが，改善・訂正が認め

られなければ掲載すべきでない。C：掲載すべきでない。なお、評価を A あるいは A-とした場合、査読者

は、査読レポートにコメントを付すことが要求されていない。このことは、甘めの評価を誘発する（B評価

が適切であると思うが、B 評価すると、改善・訂正すべき点を示さないといけない。つまり、B 評価では、

作業量が増えて負担が大きいので、A-とすることで作業負荷を回避しようとする）というモラルハザード

の可能性が存在することを意味している。 

13 ①AA：受理とする。②AA－，A－A－：執筆者は論文の修正を義務とする。指摘事項の修正を編集委員会

で確認のうえ受理とする。③AB，A－B，BB：執筆者は論文の修正を義務とする。Bとしたレフリーは指摘事

項の修正を確認し，A，A－，Cの 3段階で評価する。④AC，A－C，BC：編集委員会はもう 1名レフリーを選

任する。⑤CC：非受理とする。 
14 ④で追加されたレフリーは，A，A－，B，Cの 4段階で論文を評価する。また，4.③の修正確認の後に追

加されたレフリーは，A，A－，Cの 3段階で論文を評価する。追加レフリーの評価を加えた査読結果を次の

通り扱う。①AAC：受理とする。②AA－C，A－A－C：執筆者は論文の修正を義務とする。指摘事項の修正を

編集委員会で確認のうえ受理とする。③ABC，A－BC，BBC：執筆者は論文の修正を義務とする。B としたレ

フリーは指摘事項の修正を確認し，A，A－，C の 3 段階で評価する。④ACC，A－CC，BCC：非受理とする。 



『原価計算基準』編集委員会が主催した査読者養成研修は実施されたことはなく、査読者向

けに作成された査読マニュアルも存在していない。 

査読のガイドラインは存在しないため、査読者は自身の自由な観点で査読することが可

能である。マイナーな修正指示である A-は、査読者の再確認はないが、B評価の場合は査読

者による確認が必要となる。編集委員会側としては、A-は簡単な語句の等、論文の趣旨に影

響を及ぼさない内容であるが、実際には B評価に近い修正指示が含まれることもある。これ

までに同誌で査読を受けた筆者たちの投稿者・査読者としての経験によれば、極めて優れた

査読レポートの指摘や助言によって投稿した原稿の品質向上にきわめて有用だったことが

ある一方で、査読の目的（優れた論文を育成・助成すること）が理解されておらず、コメン

トがエモーショナルで論理的とはいえない極めて稚拙で、場合によっては、悪意を含む（査

読であるのに、非受理を前提としたと思われるような記述が展開されていた）レポートに遭

遇したこともある。 

原価計算研究学会では、2010 年に編集委員会が独立するまでは、常任理事を中心に編集

が行われ、受理（採録）の判断が行われていた。そこでは、「緩やかなレフリー制度」とい

う考え方15が重視され、ＨＩ学会同様、加点主義の考え方が重視されていた。また、編集委

員会が常任理事会から独立した当初は、投稿数も少なく査読者も限られていた。編集委員会

は、各査読者の専門を理解し、投稿論文の内容と合った査読者を割当てることができたため、

査読ガイドラインが無くても評価の価値観を共有できる査読者に査読を任せることができ

た。 

上述の査読例のような、査読品質にばらつきの例が生じた原因は、査読本数の増加に伴い

査読者の範囲も拡大してきたため、適切な査読者を当てることが困難になっていたこと、ま

た、論文の扱う領域が拡大する中で、査読者が会員に限定されていたため、会員以外の専門

家に評価を依頼することができなかったことも影響していると考えられる。 

2020 年からは、投稿をグルーピングし、各グループを担当編集委員が管理することや、

最初の２人の査読者の意見が分かれた場合に、専門性の高い査読者を割り当てること、また、

2021 年からは、学会員以外の専門家に査読を依頼できるようにすることなどの取り組みが

行われてきた。ただし、拡大した査読者の査読品質を一定に維持するうえでは査読ガイドラ

インは有用である。また、論文の採録の意思決定プロセスにおいて、原価計算研究学会の場

合、査読者の査読結果を採否の決定に直接反映する制度となっているが、査読者と論文のマ

ッチングが適当でなかった場合や査読者の査読品質が低い場合があることを考慮すると、

編集委員会が査読結果と異なる判断を行うことができる余地を残すことは検討に値すると

考えられる。 

 

５ 内容分析の比較を通じて明らかになったこと 

                                                      
15「 緩やかなレフリー制について」は、伊藤他(2021)の尾畑教授発言を参照されたい。 



『ヒューマンインタフェース学会論文誌』をベンチマーキング対象として、比較検討を行

った管理会計関連の査読付き学術雑誌の諸規定の比較検討の結果は、表１にまとめられて

いる。 

 

―――――― 

表１ 

―――――― 

 

この表からも、また、『ヒューマンインタフェース学会論文誌』との比較検討から、『原

価計算研究』の査読制度には、下記のような問題があることがわかる。問題点は、投稿に関

する問題点と、査読に関する問題点に区分して、列挙した。 

（投稿に関する問題点） 

・査読の進行状況が開示されておらず、査読プロセスに透明性に問題がある。 

・査読レポートのフォーマットが、論文作成者に開示されていない 

・査読基準が開示されていない 

（査読に関する問題点） 

・査読者向けに作成された査読マニュアルが存在していない 

・査読者の個人的判断や裁量の介入の余地があるため、査読品質に大きなばらつきが生じ、

このことが査読結果に影響を与える（採択されるべき論文が不受理と判定されることや、他

社が不受理とする可能性がある論文が採択されることがある） 

・投稿数の増加が、能力が高い査読者を論文に割り当てることを困難としている 

・査読レポートへのコメント記載に関する取り決めがモラルハザードを生じさせる16 

これらに加えて、『原価計算研究』には個別の事情がある。それは、投稿に先立って、日

本原価計算学会での学会報告（例年、全国大会は 8月下旬から 9月上旬に開催）が必要とさ

れていることである。また、査読を経て受理された投稿論文が掲載される雑誌の出版が翌年

の 7月に予定されているため、3月までに投稿されたすべての論文の査読を終えておく必要

がある。その結果、学会報告から投稿締切までの期間が一か月、最初の査読を二か月、投稿

者のよる査読対応を一か月で終えるというタイトなスケジュールとなる。 

 

６ 結びにかえて：管理会計関連査読付き学術雑誌の諸規定についての改善提案 

『ヒューマンインタフェース学会論文誌』の査読規定から、『原価計算研究』はどのよう

に改善することができるだろうか。 

                                                      
16 B 評価が妥当だと思われる論文を A-評価とすることで、査読レポートへのコメント記入が回避できるの

で、査読者が査読業務を軽減する誘因が生まれる。そうなると、論文がよりよくなる道が閉ざされる結果、

投稿者の成長や雑誌の洗練が阻害されてしまう。 



投稿に関する問題については、(1)査読の進行状況をタイムリーに開示し、査読プロセス

透明性を高める、(2)査読基準を明確に規定する、あわせて、(3)査読レポートのフォーマッ

トを開示するといった対応が望まれる。 

査読に関する問題については、下記のような対応を検討するといいだろう。 

・査読者向けに査読マニュアルを作成する 

・査読基準を明確に定めるとともに、評価にあたって、査読者の個人的判断や裁量が介入す

ることを可能な限り排除し、高い査読品質を確保する 

・能力が高い査読者を育成するため、査読者養成のための研修プログラムを開発し、研修を

実施する 

・モラルハザードを完全に払しょくすることはできないが、問題の深刻さを軽減する方策は

いくつも存在するだろう。査読基準の設定も有効である。また、すべての査読評価について

コメントを行うことにすることで、B 評価相当の論文を A-とするような行動を抑止するこ

とが可能になる。 

『原価計算研究』固有の短い査読期間は、投稿者にも査読者にも大きな負担をかけるだけ

でなく、査読品質の維持や投稿者の査読対応品質の維持にも悪影響を及ぼす。ただ、問題ば

かりではない。短い査読期間は、論文の受理・不受理が早く判明するということも意味する。

受理された場合は、研究成果を迅速に社会にむけて発信することができるというメリット

につながる。また、不受理判定の場合も、査読プロセスでのコメント等を活かして他誌に投

稿し、掲載されるチャンスを再度探ることが可能になる。長期にわたる査読プロセスでは、

相当量のエネルギーを投入することを意味するが、最終結果が不受理となった場合には、論

文の「鮮度」も失われて、他誌での採択の可能性も低下してしまう。この意味で、短期間で、

採否が決定することは、投稿者にとってのメリットともなりえる。 

 

今後は、ベンチマーク対象を『ヒューマンインタフェース学会論文誌』に加えて『組織科

学』などの経営学領域の主要雑誌にまで拡張し、管理会計関連雑誌に『管理会計学』『メル

コ管理会計研究』『会計プログレス』『経営会計レビュー』を追加して、より包括的な分析

を行うことを予定している。 
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表1 査読付き学術雑誌の比較

ヒューマンインタフェース学会
論文誌

原価計算研究

編集方針が定められ、Webで公開されているか 定められ公開されている 定められ公開されている

論文評価判定の基準（A,B,Cなどの判定をする場合に、どの
ような点に注目して評価するかー例:独創性、網羅性など）

公開されている
・良い点の積極的評価
・採録に必要な最低限の条件を
・記載された内容で評価を
・改訂すれば採録できないか検討
・本質的な問題があれば明確に指摘を
・新規性なしの根拠を明確に
・研究に新規性が無いのと関連研究が述べ
られていないのは別
・新規性が判断できない２つの場合
・有用性は将来も含めて評価を
・知ることの有用性も積極的に評価
・補助資料なしでも理解できるように

公開されていない

論文評価判定のレベル 採録の基準は、「新規性」および「有用
性」に大きな問題が無く（評価が２以
上）、かつ、「新規性」または「有用性」
のいずれかが十分に高く（評価が３以
上）、かつ、「信頼性」が十分あること
（評価が３以上）とする。
編集委員会が論文の採否を決定する。（最
終判定は編集委員会において決定されるた
め、査読者の判定と異なる場合もある。）
・ 初回の査読での採否判定は「採録」「事
務的照会の上採録」「条件付き採録」「不
採録」

①A:原稿を掲載してよい。
②A－:修正を義務とする。レフリーの指摘
事項は語句など論文の趣旨に影響を与えな
いものである。レフリーによる修正確認は
基本的に不要であり，編集委員会によって
指摘事項の改善・訂正が認められれば掲載
してよい。
③B:修正を義務とする。レフリーの指摘事
項は論文の趣旨に影響を与えるものであ
る。レフリーによる修正確認を行い，指摘
事項の改善・訂正が認められれば掲載して
よいが，改善・訂正が認められなければ掲
載すべきでない。
④C:掲載すべきでない。

査読者の選任（査読者の選任が編集⾧のみが行うのか、編集委
員の意見を参考にしているのか、加えて、出版母体が学会である場
合、学会員以外の人に査読を依頼することができるかどうか）

　投稿された論文には、編集委員会から１
名の担当者（担当編集委員）が割り当てら
れ、その論文のメタレビューワとなり、採
否判定を取りまとめる。
　 担当編集委員は２名の査読者を編集委員
会に推薦し、編集委員会が決定する。査読
者は論文を査読し、指定のフォーマットを
用いて結果を担当編集委員へ送付する。

査読者の選任は編集委員⾧。査読者は２名
（最大３名:追加レフリー１名）、レフ
リーは原則として会員、必要な場合は学会
員以外の人に査読を依頼できる。

査読者は学会員に限定されているか 限定されていない 学会員に限定されない

査読者用のガイドラインが存在し、Web等で公表さ
れているか?

公表されている 存在しない

査読状況が公開されているか 公開されている（論文投稿番号ごとに「査
読中」、「査読結果審議中」、「再査読
中」等のステータスをホームページで公
開）

非公開

質問や異議申し立ての窓口や体制は整備されている
か?

整備されている 整備されていない

再審査ルール（当初査読者がどのような評価を下すと、再審査
となるか）

「条件付き採録」の場合は、編集委員会は
著者に論文の改訂・再提出を依頼
する。

AC，A－C，BCの場合

第3査読者による再審査 当初割り当てられた２名のみ 編集委員会はもう1名レフリーを選任する。

査読付き学術雑誌名


